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【確定申告相談会場の変更のお知らせ】

◆所得税の確定申告⇒会場は「アピセ・関」

時　間開設期間所得税確定申告会場

午前9時～午後5時
2月12日(金)～3月31日(水)
（土・日曜日、祝日を除く）

アピセ・関
（関市平和通7丁目5－1）

※開設期間中は、関税務署では申告書などの作成指導を行っていません。

　申告・納付期限は、　　申告所得税と贈与税が　3月15日(月)

　　　　　　　　　　　　消費税および地方消費税が　3月31日(水)　です。

◆所得税の確定申告が必要な人
　①事業（営業・農業）所得、不動産所得、雑所得（公

　　的年金など）や一時所得などがあり、計算の結

　　果、所得税額が発生する人

　②給与の収入金額が2，000万円を超える人

　③給与を2カ所以上から受けている人

　④1カ所から給与を受けている人で、給与所得や

　　退職所得以外の所得金額が20万円を超える人

など

◆確定申告をする人は、ご自身で所得税
　の申告書を作成してください。
　　確定申告書は、国税庁ホームページ　　　　

　（http://www.nta.go.jp/）から作成できます。

◆確定申告で所得税が還付される人
　　所得税の確定申告をする必要のないサラリー

　マンなどでも、次の場合は確定申告により所得

　税が還付される場合があります（申告者本人名義

　の口座番号などが必要）。

　①多額の医療費を支払った人

　②会社を退職し、年末調整をしていない人

など

市民税・県民税と所得税の
申告のお知らせ
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◆無料税務相談所の開設
　　　関税務署では所得税と消費税の申告について無料税務

　　相談所を開設します。

　　○期　間　　2月16日（火）～26日（金）

　　　　　　　　　　　　　　（ただし、土・日曜日は除く）

　　○時　間　　午前9時30分～正午、午後1時～4時

　　○場　所　　市役所1階・市民ホール

　　○対　象　　①平成20年分の所得金額が300万円以下の人

　　　　　　　　②平成21年分の消費税の基準期間（平成19年

　　　　　　　　　分）の課税売上高が3，000万円以下で①に

　　　　　　　　　該当する人

　　　　　　　　※なお、事業所得者（農業を含む）の人は、青

　　色決算書または収支内訳書を作成後、ご

　　来所ください。

　　○照会先　　関税務署（緯22－2233）(代表)

　　　　　　　　　税務署の代表電話は、自動音声によりご

案内しています。

　　　　　　　　　国税に関する一般的な相談は「1」を、税務署からの照会やお尋ねは「2」を選択

してください。

　　　　　　　　　なお、1月4日（月）～3月15日（月）は、所得税・消費税・贈与税の申告に関する

相談は「0」を選択してください。
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　◆市・県民税の申告
　　　　　　⇒会場は「市役所、各事務所　ほか」
　　　　　申告は2月16日（火）から3月15日（月）まで

 （土・日曜日を除く）

時　間開設期間市・県民税申告会場

午前8時30分～午後5時15分
2月16日（火）～3月15日（月）

（土・日曜日を除く）

市役所1階・市民ホール

洞 戸 事 務 所

板 取 事 務 所

武 芸 川 事 務 所

武 儀 事 務 所

上 之 保 事 務 所

午前9時30分～午後3時2月23日（火）田原ふれあいセンター

午前9時30分～午後4時2月25日（木）西 部 地 区 公 民 館

午前9時30分～午後3時3月2日（火）
ＪＡめぐみの富野支店

（富野公民センターから変更）

（東部支所の駐車場利用可）

◆市・県民税の申告をしなくてもよい人
　①所得税の確定申告をする人

　②給与所得か公的年金所得だけで、勤務先や支払者から市へ支払報告書が提出されている人

◆市・県民税の申告が必要な人
　　平成22年1月1日現在、関市内に住所があり、平成21年中（平成21年1月～12月）に所得がある人で、

　次に該当する人は申告してください。

　　※所得証明書や課税所得証明書が必要な人などは、所得がなくても市・県民税の申告が必要です。

　①給与所得だけで、勤務先から市へ「給与支払報告書」の提出がされていない人（パートなど）

　②公的年金所得だけで、公的年金の支払者から市へ「公的年金等支払報告書」が提出されていない人

　③給与所得や公的年金所得のほかに、農業・不動産・配当などの所得がある人など

　　（所得税は給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告の必要はありませんが、

　　市・県民税の申告は必要です。）

◆市民税・県民税申告書は、税務課のほか、各事務所、東部・西部支所でもお渡ししています。
　　なお、昨年、市民税・県民税申告書を提出された人には2月上旬に申告書を送付します。

◆申告に必要な書類など
　①印鑑（朱肉を使用するもの）

　②給与・公的年金などの「源泉徴収票」（コピーは不可）

　③事業（営業・農業）所得や不動産所得などがあった人は、「収支内訳書」（事前に、ご自身での作成

　　が必要）

　④医療費控除を受ける人は、平成21年中（平成21年1月～12月）に支払った医療費の領収書と「医療

　　費の明細書（医療を受けた人ごと）」（事前に、ご自身での作成が必要）

　⑤国民年金・生命保険料・地震保険料などの支払証明書

　⑥国民健康保険税・介護保険料などの支払金額の分かるもの　など
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1．個人住民税における住宅ローン特別控除の創設
　（1）対象者

　　　　所得税の住宅ローン控除（住宅借入金等特別控除）の適用を受けている方（平成21年から平成

25年までの入居者）。

　（2）控除額

　　　　次のいずれか小さい額が個人住民税（所得割額）から控除されます。

　　　　　①所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額。

　　　　　②所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額（最高限度額97,500円）。

　（3）手続き

　　　　給与支払報告書（源泉徴収票）などについて改正が行われ、市への申告は不要となります。

　　　また、税源移譲に伴う住宅ローン特別控除（経過措置）についても、同様の仕組みのもとで申告

不要となります。

　　　※税源移譲に伴う住宅ローン特別控除（経過措置）とは・・・平成19年からの税源移譲による所

得税率の変更により所得税が減少した結果、住宅ローン控除額が所得税額より大きくなり、所

得税額から控除しきれなくなる場合が生じるようになりました。この控除できなくなった額を

個人住民税（所得割額）から控除することができる経過措置（平成11年から平成18年末までに

入居した方で、市民税県民税住宅借入金等特別税額控除申告書を提出することにより適用され

る措置）をいいます。

2．上場株式の配当・譲渡益に対する軽減税率の延長
　　　上場株式の配当および譲渡益に対する軽減税率を3年間延長することとされました。

　（1）延長期間

　　　　平成21年1月1日～平成23年12月31日（平成24年度の個人住民税まで）

　（2）軽減税率

　　　　住民税3％（所得税7％）

　平成22年度（実施分）

　個人住民税（個人市民税と個人県民税を合わせたもの）の主な改正のお知らせ

【改正前】

平成24年1月～平成23年平成22年平成21年～平成20年12月

20％

　　　（住民税5％

　　　　所得税15％）

【原則】　　20％

　　　（住民税5％、所得税15％）

【特例措置】

・上場株式の配当（100万円以下の部分）

　　10％（住民税3％、所得税7％）

・上場株式の譲渡益(500万円以下の部分)

　　10％（住民税3％、所得税7％）

10％

（住民税3％

　所得税7％）

税率

【改正後】　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓

平成24年1月～平成23年平成22年平成21年～平成20年12月

20％

（住民税5％

　所得税15％)

10％

（住民税3％、所得税7％）

10％

（住民税3％

　　所得税7％）

税率
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